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はじめに

1

 本ワーキンググループは、災害廃棄物処理計画を策定または改定される

市町村への支援を目的とします。

 本ワーキンググループでは、災害廃棄物処理計画に必要な内容について

理解を深めます。また、計画策定／改定にあたり必要な検討事項を、北

海道地方環境事務所の提供する「市町村災害廃棄物処理計画策定 ワー

クシート」（北海道版）や計算エクセル等を用いて説明します。

 希望される自治体には、個別課題に関する相談、 「市町村災害廃棄物処

理計画策定 ワークシート」（北海道版）を用いた骨子案作成のサポートを

行います。

北海道地方環境事務所の災害廃棄物関連のページ
https://hokkaido.env.go.jp/recycle/new.html



北海道版ワークシートの紹介

災害廃棄物処理計画策定の目的

計画の発災時の利用方法

本ＷＧの概要及びスケジュール
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事前アンケートの結果
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北海道版ワークシートの紹介

災害廃棄物処理計画策定の目的
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宿題（災害廃棄物推計の対象とする被害想定の設定）



近年の災害発生状況

出典：環境省災害廃棄物対策フォトチャンネル http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/

平成30年北海道胆振東部地震

平成23年東日本大震災 平成28年熊本地震

1.災害廃棄物処理計画策定の目的

出典：東日本大震災アーカイブ宮城（女川町）

4



近年の災害発生状況

出典：環境省災害廃棄物対策フォトチャンネル http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/ ほか

令和2年8月豪雨 令和3年8月豪雨

令和4年8月豪雨

熊本県人吉市 青森県むつ市

新潟県村上市 令和6年能登半島地震 石川県輪島市
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的

http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/


関連規定の抜粋（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処
分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図
ることを目的とする。 

第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるも
のを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正
な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要と
なつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

○災害廃棄物とは、自然災害に起因して発生する一般廃棄物。

○廃棄物処理法に則り市町村が収集・運搬し、適正に処理を行う必要
がある。

⇒平時より、一般廃棄物処理業者をはじめとする関係主体と連携し、
災害廃棄物処理計画を策定するなどの措置を講じる必要がある。

○ただし、大規模災害など市町村による処理が困難な場合には、処理
の一部について、都道府県への事務委託又は国による代行処理を行
う場合がある。

災害廃棄物とは

災害廃棄物とは
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的



災害廃棄物の分類

出典：環境省における災害廃棄物対策の最近の取組状況について（令和6年１0月）
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的



道内市町村の災害廃棄物処理計画策定状況
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的

実績
（令和５年度末時点）

策定率目標

令和５年度 令和６年度 令和７年度

全道
49％

87／179
40%

72/179
50%

90/179
60％

107／179

推進地域※ 65％
40／62

50%
31/62

60%
37/62

70％
43／62

※日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

 エリア別策定率

（令和６年３月時点）

• 令和5年度目標達成
• 策定率のさらなる向上を目指す

市町村数 計画策定済市町村数 計画策定率

全道 推進地域 全道 推進地域 全道 推進地域

道央 70 17 34 14 49% 82%

道南 18 10 9 3 50% 30%

道北 41 1 14 1 34% 100%

道東 50 34 30 22 60% 65%

合計 179 62 87 40 49% 65%



災害廃棄物処理の三原則
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的

災害廃棄物の処理は、被災した市民の衛生環境や安全を第一とし、スピード感を持っ
て処理にあたることが重要です。また、適切な分別を行う等、費用にも配慮しなければ、
処理負担が自治体の財政を圧迫する事態にもなりかねません。

 災害廃棄物処理計画の作成等、災害が起きる前に対策を進
めておくことは、被災地域の経済的負担を軽減することにつ
ながります。

 これら多額の予算を執行するためには、膨大な量の事務作業
が発生しますので、早めに必要な人員を確保することも重要
です。

最終処分場の残余年数を考慮し、リサイクル率を高める努力が必要であり、分別・リサイクル
を推進することは、安全・スピード・費用負担の改善に繋がります。

周辺の環境や住民の健康に著しい悪影響
を及ぼしている場合（例：腐敗性の廃棄物、
発火の恐れがある廃棄物等）は、スピード
重視で処理を行う必要があります。

災害廃棄物の
処理の三原則

被災した市民の衛生環境や安全を第一に。
アスベストを含む廃棄物や危険物・有害廃
棄物等（スプレー缶、薬品、灯油等）は、安全
に十分配慮しながら丁寧な処理が必要。

費用

スピード安全



災害廃棄物処理の初動対応
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（Ｒ3.3環境省）    

発災直後の初動期には、複数の業務を、同時並行で行う必要がある。

災害廃棄物処理計画を策定しておくことで、迅速に
災害廃棄物の初動対応を行う体制に移行する



災害廃棄物処理計画とは、
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的

時間、人員、データが利用しやすい
平時に立てる事前計画

通常生活に早期復帰するための事前計画

発災時にどのように災害廃棄物に
対処するかを定めた事前計画

被害予測に基づく、廃棄物発生推計量と、その処理に必要な人材、費用、
施設、機材や、補助金申請の手続きなどが示された手引き

写真出典：環境省HP

発災時に迅速に初動を行うための、



1)計画文書作成そのものよりも、計画づくりの過程を通した発災時の対

応力向上を図る

2)計画づくりを通して、関係主体との調整・関係向上を図る

3)発災後の柔軟な対応を可能とするよう、対応の細部よりも、原則を重

視する（想定通りの災害は起こらない）

4)災害と、災害に対応する人間社会に関する正しい知識に基づいて策定

する（正常性バイアス）

5)「持続可能な」災害対応を考慮する（訓練の実施などの平時の備え）

6)災害マネジメントサイクルを通した計画とする

出典：国立環境研究所ＨＰ

計画づくりの留意点
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的



災害廃棄物処理計画の効果
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1.災害廃棄物処理計画策定の目的

＜未策定の自治体＞

街中に分別すべきごみが混合状
態で路上堆積する事態が各所で
発生した。（処理に係るコスト、時
間が増加）

＜策定済の自治体＞

発災翌日には仮置場が開設できた。また、分別
管理を徹底できた。（処理に係るコスト、時間
が短縮、早期の現状復帰）

Bad 
Practice

Good 
Practice

写真出典：環境省HP

 処理計画の効果
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宿題（災害廃棄物推計の対象とする被害想定の設定）



本ＷＧの概要
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1.本WGの概要及びスケジュール

 本ワーキンググループは、災害廃棄物処理計画を策定または改定される

市町村への支援を目的とします。

 本ワーキンググループでは、災害廃棄物処理計画に必要な内容について

理解を深めます。また、計画策定／改定にあたり必要な検討事項を、北

海道地方環境事務所の提供する「市町村災害廃棄物処理計画策定 ワー

クシート」（北海道版）や計算エクセル等を用いて説明します。

 希望される自治体には、個別課題に関する相談、 「市町村災害廃棄物処

理計画策定 ワークシート」（北海道版）を用いた骨子案作成のサポートを

行います。

北海道地方環境事務所の災害廃棄物関連のページ
https://hokkaido.env.go.jp/recycle/new.html



日程 内容（案）

第1回

（R7.9月）

• 災害廃棄物処理計画策定の目的

• 事前アンケート結果

• 北海道版ワークシートの紹介

• 計画の発災時の利用方法

第2回

（R7.10月）

• 被害想定の確認

• 災害廃棄物処理計画に必要な内容の説明

（組織体制、災害廃棄物発生量・処理可能量等の推計）

• 素案策定要請

• 【演習】災害廃棄物発生量・処理可能量、避難所ごみ・仮設トイレし尿処理

量の推計

第3回

（R7.11月）

• 災害廃棄物処理計画に必要な内容の説明

（処理フロー、収集運搬体制、仮置場、住民周知）

• 【演習】仮置場必要面積の推計、住民周知手法に関する意見交換

• 参加メンバーから出た課題・不明点について、意見交換を実施

第4回

（R8.1月）

• 災害廃棄物処理計画に必要な内容の説明

（処理困難物、環境対策・モニタリング、公費解体）

• 素案について、実際に計画とする際の課題の共有、意見交換

本ＷＧのスケジュール
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1.本WGの概要及びスケジュール



北海道版ワークシートの紹介

災害廃棄物処理計画策定の目的

計画の発災時の利用方法

本ＷＧの概要及びスケジュール

本日のプログラム

1

2

3

4

事前アンケートの結果

6

5
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宿題（災害廃棄物推計の対象とする被害想定の設定）



計画策定状況など
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3.事前アンケートの結果

 計画の策定状況

 本WGに期待すること

回答 自治体数

策定していない 5

策定済みである 1

改定を検討・作業中 0

回答 自治体数

計画を策定したい 4

計画を改定したい 2

困りごとがあるので解決
したい

0
■    計画を策定していない自治体

  ■ 計画を策定済みの自治体  

  □ うち、計画を改定したい自治体



事前アンケート結果

19

 本WGにおいて説明を希望する内容

3.事前アンケートの結果



事前アンケート結果
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 特に留意すべきと考えている事項

 仮置場に利用可能な市有地がない(北海道の未利用地を仮置場として

選定しているが、売地のため災害時に利用できるかわからない)

 仮置場に利用可能な公共用地が少ない

 北海道や他の自治体(特に内陸都市部)の計画を参考に、最新の情報を

取り入れた実効性のある改定をしたい。

 千島海溝沿いの巨大地震が発生した場合、市内全域が浸水域となるた

め、当市で人的・物的な体制が取れず、何もできない可能性が高い

3.事前アンケートの結果



事前アンケート結果
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 計画策定にあたり、懸念している事項等

 計画改定にあたり、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震にかかる想定、

対応の追記等について検討している。

 災害廃棄物の処理量の計算などを知りたい、骨子案を作成してほしい。

 計画のモデルケースや実際に被災した場合と計画との差異などについ

て実例があると助かる。

 千島海溝沿い巨大地震は、国や道が計画策定をしたほうが実効性が高

いと考える。

3.事前アンケートの結果



北海道版ワークシートの紹介

災害廃棄物処理計画策定の目的

計画の発災時の利用方法

本ＷＧの概要及びスケジュール

本日のプログラム

1

2

3

4

事前アンケートの結果

6

5
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宿題（災害廃棄物推計の対象とする被害想定の設定）



本ワークショップでは、北海道版ワーク
シート（第3版）を使って、貴自治体の「災
害廃棄物処理計画」の骨子案を作成して
いきます。

• ワークシートには、これを解説するマニュ
アル（自治体支援マニュアル）も用意

• 基礎的数値の推計方法は、各市町村の状
況に合わせて採用できるよう複数提示

• 北海道特有の事項（産業、冬季対応等）に
ついても記載

• 必要事項を記入すれば計画素案が完成す
る仕様

• ワークシート（Wordデータ）、計算エクセ
ル（Excelデータ）を提供

ワークシートを使った骨子案作成
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北海道地方環境事務所の災害廃棄物関連のページから
ダウンロードが可能です

https://hokkaido.env.go.jp/recycle/new.html

4.北海道版ワークシートの紹介



目次の赤字部分が、特に加筆・修正が必要な項目となっています。

ワークシートの構成
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4.北海道版ワークシートの紹介

• 対象とする災害
• 地域特性と災害廃棄物処理
• 市町村災害対策本部
• 災害廃棄物対策の担当組織
• 国、道、都府県等との連絡
• 市町村等、道及び国の協力・支援
• 民間事業者団体等との連携
• 一般廃棄物処理施設の現状
• 仮設トイレ等し尿処理
• 発生量
• 処理可能量
• 処理フロー
• 収集運搬
• 仮置場
• 最終処分



ワークシートと道計画等との対応
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4.北海道版ワークシートの紹介

出典：災害廃棄物処理計画策定自治体支援マニュアル 第3版



ワークシートの特徴
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4.北海道版ワークシートの紹介

赤字部分（必須事項）を埋めていく
ことで、最低限の計画が完成する

作業内容は、コメントで記載されて
いる。記載が終わったら、コメント
ボックスは削除する。



ワークシートの特徴
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4.北海道版ワークシートの紹介

本文についても、同様に赤字を修
正することで、計画の本文とするこ
とができる



ワークシートはこのような構成になっています。赤字で示した項目をそれ
ぞれの自治体にあわせた内容として作成していただくこととしています。
もちろん、黒字の項目をアレンジしていただいても構いません。

ワークシートの記載内容①
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1編 総則
1章 背景及び目的
2章 本計画の位置づけ
3章 基本的事項
（１）対象とする災害

⇒自治体で考えられる地震、津波、風水害、土砂災害等を定義
最大の被害をもたらすと考えられる災害について、被害棟
数等を記載

（２）対象とする災害廃棄物
（３）災害廃棄物処理の基本方針
（４）処理主体等
（５）地域特性と災害廃棄物処理

⇒処理上の留意点、産業からみた廃棄物の特性、高齢化率等
（６）教育訓練・研修

4.北海道版ワークシートの紹介



ワークシートの記載内容②
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4.北海道版ワークシートの紹介

２編 災害廃棄物対策
1章 組織体制・指揮命令系統
（１）市町村災害対策本部

⇒地域防災計画より引用、作成
（２）災害廃棄物対策の担当組織

⇒関係他課を含めた災害時の担当組織、役割分担を作成
２章 情報収集・連絡
（１）市町村災害対策本部との連絡及び収集する情報
（２）国、道、都府県等との連絡

⇒協定・提携状況などに応じて体制図、連絡先一覧を作成
（３）道との連絡及び報告する情報

３章 協力支援体制
（１）自衛隊・警察・消防との連携
（２）市町村等、道及び国の協力・支援

⇒他の自治体等と締結している災害時応援協定等のうち、災
 害廃棄物処理に活用できる協定等を抽出

（３）民間事業者団体等との連携
⇒自治体の地域防災計画を確認し、災害廃棄物処理に活用で
きる協定等を抽出

（４）ボランティアとの連携
（５）災害廃棄物処理の事務委託、事務代替



ワークシートの記載内容③
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4.北海道版ワークシートの紹介

２編 災害廃棄物対策
４章 住民等への啓発・広報
５章 一般廃棄物処理施設等
（１）一般廃棄物処理施設の現状

⇒処理施設の現況
（２）仮設トイレ等し尿処理

⇒処理施設の現況
６章 災害廃棄物処理対策
（１）災害廃棄物処理の全体像
（２）災害種類別の災害廃棄物の特徴

⇒津波の有無による想定災害廃棄物の違い
（３）発生量

⇒自治体の状況、推計量の記載
（4）処理可能量

⇒処理可能量の推計結果の記載
（5）処理スケジュール
（6）処理フロー

⇒処理フローの記載



ワークシートの記載内容④
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4.北海道版ワークシートの紹介

２編 災害廃棄物対策
６章 協力支援体制
（7） 収集運搬

⇒収集運搬方法、体制
（8） 仮置場

⇒仮置場の場所、必要面積、周知、運営管理（レイアウト）
（9） 環境対策、モニタリング
（10）損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）
（１1）選別・処理・再資源化
（１2）最終処分

⇒最終処分場のリスト
（１3）広域的な処理・処分
（１4）有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策
（１5）土砂系混合物（津波堆積物）
（１6）水害による廃棄物への対応
（１7）思い出の品等
（１8）その他地域特性のある災害廃棄物処理対策

⇒農水産業関係の廃棄物（例：漁網、農業用資材） 他
７章 災害廃棄物処理実行計画の作成
８章 処理事業費等
９章 災害廃棄物処理計画の見直し



北海道版ワークシートの紹介

災害廃棄物処理計画策定の目的

計画の発災時の利用方法

本ＷＧの概要及びスケジュール

本日のプログラム

1

2

3

4

事前アンケートの結果

6 宿題（災害廃棄物推計の対象とする被害想定の設定）

5

32



発災時にしなければならないこと

33

5.計画の発災時の利用方法

発災時には、わずかな期間・人員

で、多くの業務をこなさなければ

ならない。

出典：環境省 災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（R3.3)

初動期の混乱を回避し、迅速に災

害廃棄物処理体制に移行すること

で、安全かつスピード感を持って、

廃棄物の処理を行うことができる。



初動が遅れるとどうなるか

34

5.計画の発災時の利用方法

勝手置場道路脇への集積

集積所への投棄

出典：環境省HP（主として令和2年九州豪雨の事例）



初動期の計画活用の例

35

5.計画の発災時の利用方法

 仮置場

 仮置場候補地を定め、利用可能面積、現地の状況・周辺状況を調査
⇒条件の合う仮置場を迅速に抽出することができる。

 仮置場のレイアウトをあらかじめ定め、運営にあたる人員を定める
⇒スムーズに仮置場の開設、運用開始できる。

 住民への広報

 片付けごみの分別、ごみの出し方等を定めたものをあらかじめ周知
⇒災害直後の混乱期に、片付けごみの混廃化の未然防止

 災害廃棄物対策の担当組織

 内部組織体制、業務内容を記載
⇒迅速に発災後の災害廃棄物処理体制に移行できる。



北海道版ワークシートの紹介

災害廃棄物処理計画策定の目的

計画の発災時の利用方法

本ＷＧの概要及びスケジュール

本日のプログラム

1

2

3

4

事前アンケートの結果

6 宿題（災害廃棄物推計の対象とする被害想定の設定）

5

36



「対象とする災害」の設定

37

6.宿題

対象とする災害：
・地震・津波
・水害、台風、高潮、土砂災害など

宿題：
貴自治体の災害廃棄物処理計画で、廃棄物量推計の
対象とする災害をご検討いただき、第2回WGまで
にメールでご提出ください。



「対象とする災害」の設定

38

6.宿題

 地震被害が大きいと考えられる自治体では地震を、水害の影響が大
きいと考えられる自治体では水害を想定するなど、本計画で推計の
対象とする災害をご検討ください。

 自治体の地域防災計画で想定している災害と一致することが望まし
いと考えられます。

 地域防災計画で、想定災害による被害棟数等を示していない場合、
また想定される被害棟数が非常に小さい場合（例：10棟未満）などは、
既往災害のうち、被害が最も大きかったものを使用する考え方もあ
ります。

 なお、地震、水害ともに想定を作成しておくことが望ましいと考えら
れます。

 「対象とする災害」の設定の考え方

【水害時の発生量を推計していなかったことによる問題の例】

水害時の発生量を推計しておらず、災害時すぐには推計できなかったこと
から、被害の規模が分からず、確保した仮置場がすぐに逼迫し、その結果、住
民からの苦情が殺到した。仮置場を次々に設置する必要性が生じる等、災害
対応が後手に回った。

出典：災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン(R5.4)



「対象とする災害」の設定

39

6.宿題

北海道災害廃棄物処理計画北海道地域防災計画

出典：北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編） 出典：北海道災害廃棄物処理計画 資料編（R7.3変更）

地域防災計画に対象災害の被害想定結果が記載されていない場合や
地域防災計画の記載内容が古い場合などに参照ください。
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日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定（令和4年7月公表）

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/122089.html

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地
震による各市町村の建物被害、人
的被害等の想定結果を確認する
ことができる。

「対象とする災害」の設定
6.宿題



41

日本海沿岸の地震・津波被害想定（令和7年6月公表）

日本海沿岸の地震・津波被害想定について
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/223352.html

日本海沿岸の地震による各市町村の
建物被害、人的被害等の想定結果をア
市町村別に確認することができる。

「対象とする災害」の設定
6.宿題



「対象とする災害」の設定

42

6.宿題

北海道の想定地震・地震被害想定
全道の地震被害想定調査結果

（平成30年2月公表）

北海道の想定地震・地震被害想定
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/jishin_sotei.html

プルダウンから
自治体を選択

地震による各市町村の建物被害、
火災被害、人的被害等の想定結果
を調べることができる。



43

 貴市町村の地域防災計画に記載してい
る水害（建物被害棟数等が示されてい
るもの）を選定してください。

 地域防災計画に建物被害棟数等の被
害想定が記載されていない場合は、右
の「水害に関する災害廃棄物発生量推
計の手引き」を参考に建物被害棟数等
を算出してください。

水害による災害廃棄物発生量推計の手引き
https://hokkaido.env.go.jp/content/000259976.pdf

 水害の被害想定の手法

「対象とする災害」の設定
6.宿題



手引きでは、建物被害棟数を整理する方法が２つ示さ
れている。入手した地図等の情報に応じて採用する。
また、浸水想定区域図等の浸水深に合わせて建物被
害区分を設定する。

44

「水害に関する災害廃棄物
発生量推計の手引き」にお
ける災害廃棄物発生量推
計の流れ

「対象とする災害」の設定
6.宿題

ハザードマップや地域防災計画に示される浸水想定
を確認し、災害廃棄物処理計画で対象とする水害を決
定して、浸水想定区域図を入手する。
また、北海道や北海道開発局においても浸水想定区
域図を公表している。
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